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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　応力負荷方向に対して電気抵抗の変化率が異なる複数の半導体チップに接続され、各半
導体チップに流れた電流から各半導体チップの電気抵抗値を検出する検出部と、
　電気抵抗値を温度、応力及びひずみのうちの少なくとも１つを示す特性値に変換するた
めのモデルデータを保持する第１記憶部と、
　前記検出部で検出された各半導体チップの電気抵抗値を前記第１記憶部に保持された前
記モデルデータを用いて前記特性値に変換する変換部と、
　前記変換部で変換された前記特性値を前記複数の半導体チップごとの時系列データとし
て蓄積する第２記憶部と、
　を備える、半導体チップの検査装置。
【請求項２】
　前記検出部で取得された各半導体チップの前記電気抵抗値を前記複数の半導体チップご
との時系列データとして保存する第３記憶部をさらに備える請求項１に記載の半導体チッ
プの検査装置。
【請求項３】
　前記モデルデータは、前記電気抵抗値の変化率を前記特性値に変換する変換式である請
求項１に記載の半導体チップの検査装置。
【請求項４】
　前記変換式は、電気抵抗の変化率に対して、温度と、各方向の応力成分と、各方向のひ
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ずみ成分とのうちの少なくとも１つを含む請求項３に記載の半導体チップの検査装置。
【請求項５】
　各方向の前記応力成分は、熱応力の成分と、実装応力の成分と、外力の成分とのうちの
少なくとも１つを含む請求項４に記載の半導体チップの検査装置。
【請求項６】
　各方向の前記ひずみ成分は、熱ひずみの成分と、実装によるひずみの成分と、外力によ
るひずみの成分とのうちの少なくとも１つを含む請求項４に記載の半導体チップの検査装
置。
【請求項７】
　前記変換式は、温度と応力－抵抗変化率との関係を示す係数を含む請求項５に記載の半
導体チップの検査装置。
【請求項８】
　前記変換部は、前記外力及び前記実装応力が既知である場合、前記変換式を用いて前記
電気抵抗の変化率から前記温度を特定する請求項５に記載の半導体チップの検査装置。
【請求項９】
　前記変換部は、前記温度が既知であって且つ前記外力が既知である場合、前記変換式を
用いて前記実装応力を特定する請求項５に記載の半導体チップの検査装置。
【請求項１０】
　前記変換部は、前記温度が既知であって且つ前記実装応力が既知である場合、前記変換
式を用いて前記外力を特定する請求項５に記載の半導体チップの検査装置。
【請求項１１】
　各半導体チップの電気抵抗の変化量をΔＲonとし、各半導体チップに応力が印加されて
いない状態での電気抵抗値をＲonとし、各半導体チップに応力を印加した際の電気抵抗の
変化率をｒpとした場合、前記変換式は、以下の式（１）で与えられる
【数１】

　請求項３に記載の半導体チップの検査装置。
【請求項１２】
　温度と応力－抵抗変化率との関係を示す係数をαとし、応力と抵抗変化率との関係を示
す係数をβとし、温度と熱応力との関係を示す係数をγとし、外力をσoとし、実装応力
をσfとし、ジャンクション温度をＴjとし、基準温度をＴ0とした場合、前記式（１）に
おける前記電気抵抗の変化率ｒpは、以下の式（２）で表される

【数２】

　請求項１１に記載の半導体チップの検査装置。
【請求項１３】
　各半導体チップは、炭化シリコン基板を含み、前記炭化シリコン基板の＜１１－２０＞
方向が主要な応力負荷方向と平行になるように配置されている請求項１に記載の半導体チ
ップの検査装置。
【請求項１４】
　前記第２記憶部に蓄積された前記複数の半導体チップごとの前記特性値の前記時系列デ
ータを用いて各半導体チップの故障確率を計算する解析部をさらに備える請求項１に記載
の半導体チップの検査装置。
【請求項１５】
　１つ以上のセンサと、
　前記１つ以上のセンサで得られた情報と前記特性値とを比較し、当該比較の結果に基づ
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いて、前記第１記憶部に保持されている前記モデルデータを修正する演算部と、
　を更に備える請求項１に記載の半導体チップの検査装置。
【請求項１６】
　前記演算部は、前記１つ以上のセンサで得られた前記情報と前記特性値とのうちの少な
くとも１つを用いて解析処理を実行する機能を備え、
　前記第１記憶部は、前記解析処理を実行する際に前記演算部が使用するパラメータを格
納する
　請求項１５に記載の半導体チップの検査装置。
【請求項１７】
　応力負荷方向に対して電気抵抗の変化率が異なる複数の半導体チップに接続され、各半
導体チップに流れた電流から各半導体チップの電気抵抗値を検出する検出部と、
　電気抵抗値を温度、応力及びひずみのうちの少なくとも１つを示す特性値に変換するた
めのモデルデータを保持する第１記憶部と、
　前記検出部で検出された各半導体チップの電気抵抗値を前記第１記憶部に保持された前
記モデルデータを用いて前記特性値に変換する変換部と、
　前記変換部で変換された前記特性値を前記複数の半導体チップごとの時系列データとし
て蓄積する第２記憶部と、
　を備える、半導体チップの検査システム。
【請求項１８】
　応力負荷方向に対して電気抵抗の変化率が異なる複数の半導体素子形成領域と、
　各半導体素子形成領域に流れた電流から各半導体素子形成領域の電気抵抗値を検出する
検出部と、
　電気抵抗値を温度、応力及びひずみのうちの少なくとも１つを示す特性値に変換するた
めのモデルデータを保持する第１記憶部と、
　前記検出部で検出された各半導体素子形成領域の電気抵抗値を前記第１記憶部に保持さ
れた前記モデルデータを用いて前記特性値に変換する変換部と、
　前記変換部で変換された前記特性値を前記複数の半導体素子形成領域ごとの時系列デー
タとして蓄積する第２記憶部と、
　を備えるインテリジェントパワーモジュール。
【請求項１９】
　応力負荷方向に対して電気抵抗の変化率が異なる複数の半導体チップそれぞれに流れた
電流から各半導体チップの電気抵抗値を検出し、
　前記検出された各半導体チップの電気抵抗値を、電気抵抗値を温度、応力及びひずみの
うちの少なくとも１つを示す特性値に変換するためのモデルデータを用いて特性値に変換
し、
　前記変換により得られた前記特性値を前記複数の半導体チップごとの時系列データとし
て蓄積し、
　前記蓄積された前記複数の半導体チップごとの前記時系列データを解析する、
　半導体チップの検査方法。
【請求項２０】
　応力負荷方向に対して電気抵抗の変化率が異なる複数の半導体チップに接続された半導
体チップの検査装置が備えるプロセッサを機能させるためのプログラムであって、
　前記複数の半導体チップそれぞれに流れた電流から各半導体チップの電気抵抗値を検出
し、
　前記検出された各半導体チップの電気抵抗値を、電気抵抗値を温度、応力及びひずみの
うちの少なくとも１つを示す特性値に変換するためのモデルデータを用いて特性値に変換
し、
　前記変換により得られた前記特性値を前記複数の半導体チップごとの時系列データとし
て蓄積する
　ことを前記プロセッサに実行させるためのプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、検査装置、検査システム、インテリジェントパワーモジュール、
検査方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、１又は複数の半導体デバイスを搭載した半導体モジュールは、幅広い分野の基幹
部品として欠かすことができない存在となっている。例えばパワー半導体モジュールは、
産業や医療機器のみならず、鉄道や自動車などにも用いられており、数年単位という長期
間に渡る過酷な条件の下での使用に耐え得る程度の高い信頼性が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４０１１３４５号公報
【特許文献２】特許第４３２９４７７号公報
【特許文献３】特開平１１－６４１２４号公報
【特許文献４】特開平４－３０７３３１号公報
【特許文献５】特開平１－２９０９４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以下の実施形態では、半導体モジュールの信頼性の向上を可能にする検査装置、検査シ
ステム、インテリジェントパワーモジュール、検査方法及びプログラムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る半導体チップの検査装置は、応力負荷方向に対して電気抵抗の変化率が
異なる複数の半導体チップに接続され、各半導体チップに流れた電流から各半導体チップ
の電気抵抗値を検出する検出部と、電気抵抗値を温度、応力及びひずみのうちの少なくと
も１つを示す特性値に変換するためのモデルデータを保持する第１記憶部と、前記検出部
で検出された各半導体チップの電気抵抗値を前記第１記憶部に保持された前記モデルデー
タを用いて前記特性値に変換する変換部と、前記変換部で変換された前記特性値を前記複
数の半導体チップごとの時系列データとして蓄積する第２記憶部とを備える。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例を示
すブロック図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る半導体チップの一例を示す断面図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る半導体チップに与える応力の方向を説明するため
の図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る半導体チップの実装レイアウトの一例を示す図で
ある。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る半導体チップの実装レイアウトの他の一例を示す
図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る検査方法の一例を示すフローチャートである。
【図７】図７は、第１の実施形態で例示する故障予測処理を実行する解析部の概略例を示
すブロック図である。
【図８】図８は、第２の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例を示
すブロック図である。
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【図９】図９は、第３の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例を示
すブロック図である。
【図１０】図１０は、第４の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例
を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、第５の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例
を示すブロック図である。
【図１２】図１２は、第６の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例
を示すブロック図である。
【図１３】図１３は、第７の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例
を示すブロック図である。
【図１４】図１４は、第８の実施形態に係るインテリジェントパワーモジュールの概略構
成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、添付図面を参照しながら、例示する実施形態にかかる検査装置、検査システム、
インテリジェントパワーモジュール、検査方法及びプログラムを詳細に説明する。
【０００８】
　上述したように、近年の半導体モジュールには高い信頼性が求められている。例えば鉄
道や自動車などの分野においては、機器の故障が重大事故につながることも考えられるた
め、半導体モジュールの信頼性向上が特に要求されている。
【０００９】
　半導体モジュールの信頼性向上には、電気・熱・応力の複合する領域において、実使用
環境下までを含む統合的な解析システムを開発することが大事であるところ、このような
解析システムへの入力データとしては、半導体モジュール内部の温度・応力・ひずみ等の
データが有用であると考えられる。
【００１０】
　従来は、温度センサやひずみセンサ等の付加部品を半導体モジュール内部に配置するこ
とで、温度・応力・ひずみ等がモニタリングされていた。しかしながら、更なる小型化・
高耐熱化・低コスト化を実現するためには、半導体モジュール内部にセンサ等の付加部品
を極力設けることをせずに、温度や応力やひずみ等を特定できることが望ましい。そこで
、例えば半導体モジュール自身に流れる電気信号を活用することで、半導体モジュール内
部の温度や応力等を特定する方法が有効であると考えられる。また、更なる高精度化を実
現するためには、センサ等の付加部品の情報と、半導体モジュール自身の情報とを共に活
用することで、半導体モジュール内部の温度や応力等を特定する方法が有効であると考え
られる。
【００１１】
　ただし、半導体の電気特性の変化は、応力や温度だけでなく、応力の方向にも依存する
。例えば、炭化シリコン（ＳｉＣ）単結晶の（０００１）面においては、＜１１－２０＞
方向に圧縮又は引張応力を加えた場合、＜１－１００＞方向と比較して、＜１１－２０＞
方向の電気抵抗がより大きく減少又は増加する場合がある。また、一般的に用いられるシ
リコン（Ｓｉ）、窒化ガリウム（ＧａＮ）、酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）等の半導体にお
いても、チップに与えた応力の方向に応じて、電気抵抗の変化率が異なっている場合があ
る。
【００１２】
　加えて、近年のパワー半導体モジュールにおいては、モジュール内部にメモリや演算回
路等を搭載する、いわゆるインテリジェントパワーモジュールが開発されており、そのデ
ータ記録機能や情報処理機能を利用した新たな付加価値のある製品の創出が求められてい
る。
【００１３】
　そこで、以下の実施形態では、半導体モジュール内部の温度や応力やひずみ等のデータ
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を取得することで、半導体モジュールの信頼性を向上することを可能にする検査装置、検
査システム、インテリジェントパワーモジュール、検査方法及びプログラムについて、幾
つか例を挙げて説明する。
【００１４】
　（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る検査装置、検査システム、検査方法及びプログラムについ
て、図面を参照して詳細に説明する。本実施形態では、半導体に外部から応力や温度を与
えた際の電気抵抗の変化率（抵抗変化率）から半導体の温度や各方向の応力を求める。そ
の際に、本実施形態では、半導体に生じた応力の方向（応力負荷方向ともいう）に対する
抵抗変化率の依存性が考慮される。それにより、半導体内部の温度・応力・ひずみ等をよ
り詳細且つ正確に特定することができ、その結果、半導体モジュールの信頼性を向上する
ことを可能にする検査装置、検査システム、検査方法及びプログラムを実現することが可
能となる。
【００１５】
　図１は、本実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例を示すブロック
図である。図１に示すように、検査装置１は、変換部１０と、記憶部２０と、検出部３０
とを備える。
【００１６】
　検出部３０は、例えば複数の半導体チップ５０それぞれに接続されており、各半導体チ
ップ５０に作り込まれた半導体素子の動作時に流れる電流を入力し、入力された電流と半
導体素子を動作させるために印加した電圧との関係（以下、電流電圧特性という）から、
半導体素子のオン抵抗（以下、半導体チップ５０のオン抵抗という）の値をそれぞれ電気
抵抗値として検出する。そして検出部３０は、半導体チップ５０ごとに検出した電気抵抗
値を変換部１０へそれぞれ入力する。
【００１７】
　記憶部２０は、例えばＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）（ＳＤＲＡＭ（Sync
hronous DRAM）を含む）やＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）等によって構成さ
れた記憶領域である。ただし、これらに限定されず、フラッシュメモリやハードディスク
ドライブや磁気テープレコーダ等の種々の記憶装置を記憶部２０に用いることが可能であ
る。
【００１８】
　この記憶部２０は、電気抵抗値を半導体チップ５０の温度や応力やひずみ等の値（以下
、特性値という）に変換するモデルデータを保持する。このモデルデータは、例えば、電
気抵抗値を入力として特性値を出力する変換式であってもよいし、電気抵抗値と特性値と
の対応関係が予め登録された変換テーブルであってもよい。なお、変換式の例については
、後述において触れる。
【００１９】
　変換部１０は、記憶部２０に接続されており、検出部３０から入力された電気抵抗値を
記憶部２０から読み出したモデルデータを用いて特性値に変換する。そして、変換部１０
は、検出部３０から入力された電気抵抗値と、この電気抵抗値を変換することで得られた
特性値とを記憶部２０に入力する。これに対し、記憶部２０は、入力された電気抵抗値及
び特性値を、半導体チップ５０ごとに区別しつつ時系列に沿って蓄積する。これにより、
記憶部２０には、各半導体チップ５０に関する電気抵抗値の時系列データと特性値の時系
列データとが保持される。なお、電気抵抗値については、検出部３０から直接、記憶部２
０に入力されてもよい。また、本実施形態では、モデルデータと特性値の時系列データと
電気抵抗値の時系列データとが共通の記憶部２０に記憶されるが、このような構成に限定
されず、それぞれ異なる記憶部に記憶されてもよい。
【００２０】
　また、変換部１０は、記憶部２０に蓄積された電気抵抗値や特性値の時系列データを読
み出して、外部へ出力する。外部に出力された時系列データは、電気・熱・応力等の複合
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する領域において、各半導体チップ５０の特性や状況を実使用環境下までを含めて統合的
に解析する解析処理に利用され得る。このような解析処理には、例えば、各半導体チップ
５０の故障時期等を予測する故障予測処理（寿命予測処理ともいう）など、半導体チップ
５０の信頼性に関する種々の解析処理を適用することができる。ただし、電気抵抗値や特
性値の時系列データは、このような解析処理に限定されることなく、種々の用途に用いら
れてよい。
【００２１】
　ここで、図１に示す半導体チップ５０について説明する。本実施形態に係る各半導体チ
ップ５０は、例えばＳｉＣ基板に対してユニポーラ型半導体素子やバイポーラ型半導体素
子などの半導体素子が作り込まれた半導体デバイスである。図２に、本実施形態に係る半
導体チップ５０の一例を示す。図２に示すように、半導体チップ５０は、半導体基板とし
てのＳｉＣ基板５０ａと、ＳｉＣ基板５０ａの（０００１）面に対して平行又は所定のオ
フ角で傾いている素子形成面に形成されたＳｉＣエピタキシャル膜５０ｂとを備える。Ｓ
ｉＣ基板５０ａの素子形成面及びＳｉＣエピタキシャル膜５０ｂには、ユニポーラ型半導
体素子やバイポーラ型半導体素子などの種々の半導体素子が形成された素子形成領域５０
ｃが設けられている。なお、ユニポーラ型半導体素子とは、電流通電時に電子あるいは正
孔のみが電気伝導に作用する半導体素子であり、例えば、ショットキーバリヤダイオード
（ＳＢＤ）、接合電界効果トランジスタ（Ｊ－ＦＥＴ）、金属／酸化膜／半導体電界効果
トランジスタ（ＭＯＳ－ＦＥＴ）などが該当し得る。また、バイポーラ型半導体素子とは
、電子と正孔の両者が電気伝導に作用する半導体素子であり、例えば、ｐｎダイオード、
バイポーラ型接合トランジスタ（ＢＪＴ）、サイリスタ、ゲートターンオフサイリスタ（
ＧＴＯサイリスタ）、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ（ＩＧＢＴ）などが該当し得
る。
【００２２】
　このような半導体チップ５０では、上述したように、半導体チップ５０の電気特性が、
応力や温度だけでなく、応力負荷方向にも依存して変化する。例えば、図３に例示したよ
うな、半導体基板にＳｉＣ基板５０ａを用いた半導体チップ５０では、ＳｉＣ基板５０ａ
の（０００１）面においては、＜１１－２０＞方向に圧縮応力Ｐを加えた場合、＜１－１
００＞方向と比較して、＜１１－２０＞方向の電気抵抗がより大きく減少する場合がある
。反対に、＜１１－２０＞方向に引張応力を加えた場合、＜１－１００＞方向と比較して
、＜１１－２０＞方向の電気抵抗がより大きく増加する場合がある。同様に、シリコン（
Ｓｉ）基板や窒化ガリウム（ＧａＮ）基板や酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）基板等の一般的
に使用される半導体基板を用いた場合でも、半導体チップ５０の電気特性が、応力や温度
だけでなく、応力負荷方向にも依存して変化する。なお、以下では、一例として、半導体
チップ５０がＳｉＣ基板５０ａを用いて構成されている場合を説明する。
【００２３】
　そこで本実施形態では、図４に示すように、例えば、実装された半導体チップ５０に与
える応力（以下、実装応力という）の方向が一様の実装面５０Ｓに複数の半導体チップ５
０（図４では、２つの半導体チップ５１及び５２）を搭載する場合、それぞれの半導体チ
ップ５０の方向が異なるように配置する。それにより、各半導体チップ５０から得られる
電気抵抗値の差から、それぞれの半導体チップ５０に対する特性値をより正確に求めるこ
とが可能となる。なお、図４に示す例では、複数の半導体チップ５１及び５２それぞれで
、ＳｉＣ基板５０ａの結晶方向に対する半導体素子の向き（例えばチャネルにおける電流
の流れ方向）が同一であるものとする。
【００２４】
　ただし、複数の半導体チップ５０間でＳｉＣ基板５０ａ及び／又はＳｉＣエピタキシャ
ル膜５０ｂの特性（例えば応力及びその方向に対する抵抗値の変化率）や、ＳｉＣ基板５
０ａの結晶方向に対する半導体素子の向きや、その他のデバイス構造・特性等が異なる場
合には、図５に示すように、複数の半導体チップ５０（図５では、２つの半導体チップ５
３及び５４）を揃えるようにして、実装面５０Ｓに配置されてもよい。そのような構成で
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あっても、各半導体チップ５０から得られる電気抵抗値の差から、それぞれの半導体チッ
プ５０に対する特性値をより正確に求めることが可能となる。
【００２５】
　さらに、複数の半導体チップ５０間でＳｉＣ基板５０ａ及び／又はＳｉＣエピタキシャ
ル膜５０ｂの特性（例えば応力及びその方向に対する抵抗値の変化率）や、ＳｉＣ基板５
０ａの結晶方向に対する半導体素子の向きや、その他のデバイス構造・特性等が異なる場
合に、図４に示すように、それぞれの半導体チップ５０の方向が異なるように配置されて
もよい。そのような構成であっても、各半導体チップ５０から得られる電気抵抗値の差か
ら、それぞれの半導体チップ５０に対する特性値をより正確に求めることが可能となる。
【００２６】
　なお、以下の説明において、図４に例示したような、複数の半導体チップ５０間でＳｉ
Ｃ基板５０ａの特性やＳｉＣ基板５０ａの結晶方向に対する半導体素子の向きや、その他
のデバイス構造・特性等が同じである半導体チップ５０を、「特性の同じ半導体チップ５
０」という。一方、図５に例示したような、複数の半導体チップ５０間でＳｉＣ基板５０
ａの特性やＳｉＣ基板５０ａの結晶方向に対する半導体素子の向きや、その他のデバイス
構造・特性等のいずれかが異なる半導体チップ５０を、「特性の異なる半導体チップ５０
」という。
【００２７】
　つづいて、本実施形態に係るモデルデータの例について、以下に説明する。なお、以下
の説明では、変換式をモデルデータとした場合を例示する。
【００２８】
　以下の式（１）は、電気抵抗値を温度及び応力の値（特性値）に変換するための変換式
の一例である。変換式（１）では、半導体チップ５０のオン抵抗変化ΔＲonが、半導体チ
ップ５０に応力が印加されていない状態（無応力という）でのオン抵抗Ｒonと、半導体チ
ップ５０に応力を印加した状態（以下、応力印加という）でのオン抵抗変化率ｒpとに分
離されている。
【数１】

【００２９】
　なお、変換式（１）において、オン抵抗変化ΔＲonは、例えばデータシートや実測値か
ら設定される値である。また、オン抵抗変化率ｒpは、以下の変換式（２）を用いて求め
られる値である。
【数２】

【００３０】
　変換式（２）において、αは、温度と抵抗変化率との関係を示す係数である。βは、応
力と抵抗変化率との関係を示す係数である。γは、温度と熱応力との関係を示す係数であ
る。σoは、外部応力（外力）の値である。σfは、実装時に半導体チップ５０に残留する
残留応力（以下、実装応力という）の値である。Ｔjは、ジャンクション温度である。Ｔ0

は、係数α、β及びγの各係数を設定した際の基準温度である。また、添え字ｘ、ｙは空
間座標である。
【００３１】
　このように、応力印加によるオン抵抗変化率ｒpは、各方向の応力σx及びσyと、ジャ
ンクション温度Ｔjとに依存している。また、応力σx及びσyは、駆動時の熱応力γ（Ｔj

－Ｔ0）と、実装応力σfと、その他の外力σoとに分けることができる。
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【００３２】
　ここで、係数α、β及びγについては、実験で得られた実測値や、半導体チップ５０の
デバイスシミュレーションや、構造解析や、それらの組み合わせにより事前に取得するこ
とができる。また、実装応力σfは、ラマン分光測定などの実験、または、デバイスシミ
ュレーション、または、構造解析、または、それらの組み合わせにより、事前に取得する
ことができる。
【００３３】
　以上のような変換式（２）を、半導体チップ５０をｎ（ｎは１以上の整数）個配置し、
ｍ（ｍは１以上の整数）方向の応力成分を考慮する場合に当てはめると、ｎ個の半導体チ
ップ５０それぞれのオン抵抗変化率ｒp1～ｒpnは、以下の式（３）のように表される。
【数３】

【００３４】
　ここで、オン抵抗変化率ベクトル＜ｒp＞、応力ベクトル＜σ＞及び行列Ａを以下の式
（４）のように定義する。なお、本説明において、＜＞付き文字はベクトルを表している
。

【数４】

【００３５】
　すると、上述した式（３）は、以下の式（５）で表すことができる。
【数５】

【００３６】
　ここで、ｎ＝ｍの場合、応力ベクトル＜σ＞は、行列Ａの逆行列Ａ－１をガウスの消去
法など、任意の公知の計算手法で計算することで、以下の式（６）のように得ることがで
きる。

【数６】

【００３７】
　一方、ｎ≠ｍの場合、応力ベクトル＜σ＞は、最小二乗法や他の統計的手法など、任意
の公知の計算手法を用いて得ることができる。
【００３８】
　なお、ここでは、各方向に平行な応力成分についてのみを対象として説明したが、せん
断応力や、最大主応力や、最小主応力や、ミーゼス応力など、任意の応力を対象とするこ
とができる。また、式（２）や式（３）や式（５）などのオン抵抗変化率ｒpの変換式に
おいては、応力σ（又はそのベクトルやテンソル）の代わりにひずみ（又はそのベクトル
やテンソル）が用いられてもよいし、これらの式に加えて、別途、応力とひずみの変換式
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と、各方向の応力と、各方向のひずみ成分とのうちの少なくとも１つの項を含んで構成さ
れたものであってよい。その際、各方向の応力成分には、熱応力の成分と、実装応力の成
分と、外力の成分とのうちの少なくとも１つが含まれ得る。また、各方向のひずみ成分に
は、熱ひずみの成分と、実装によるひずみの成分と、外力によるひずみの成分とのうちの
少なくとも１つが含まれ得る。
【００３９】
　（外力・実装応力が既知である場合：温度算出）
　つづいて、半導体チップ５０が２個の場合の具体的な算出例について説明する。例えば
、外力σo及び実装応力σfが既知である場合（それぞれの応力が負荷されていない場合を
含む）、オン抵抗変化率ｒpは、以下の変換式（７）に示すように、温度以外のパラメー
タを係数ａ，ｂ及びｃとしてまとめることができる。
【数７】

【００４０】
　その結果、ジャンクション温度Ｔjについては、以下の式（８）に示すように、解の公
式を用いて求めることが可能となる。

【数８】

【００４１】
　（温度が既知である場合：ｘ，ｙ方向の応力算出）
　一方、ジャンクション温度Ｔjが既知である場合（ジャンクション温度Ｔjが基準温度Ｔ

0と等しい場合を含む）、オン抵抗変化率ｒpは、以下の変換式（９）に示すように、応力
（σo及びσf）以外のパラメータを係数ａ及びｂとしてまとめることができる。

【数９】

【００４２】
　・特性の異なる半導体チップの場合
　ここで、例えば図５に例示したように、特性の異なる２個の半導体チップ５０を同じ向
きで実装面５０Ｓに配置した場合、半導体チップ５３のオン抵抗変化率ｒp1と半導体チッ
プ５４のオン抵抗変化率ｒp2とは、以下の式（１０）のように表される。
【数１０】

【００４３】
　したがって、それぞれの半導体チップ５３及び５４における応力σx及びσyは、以下の
式（１１）より求めることができる。
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【数１１】

【００４４】
　・特性の同じ半導体チップの場合
　一方、図４に例示したように、特性の同じ２個の半導体チップ５１及び５２を互いに異
なる向きで実装面５０Ｓに配置した場合、半導体チップ５１のオン抵抗変化率ｒp1と半導
体チップ５２のオン抵抗変化率ｒp2とは、以下の式（１２）のように表される。

【数１２】

【００４５】
　また、半導体チップ５２の応力σ’x及びσ’yは、以下の式（１３）のように表すこと
ができる。
【数１３】

【００４６】
　そこで、式（１３）を式（１２）に代入することで、以下の式（１４）のように、係数
ａ2x及びａ2yを求めることができる。なお、式（１２）及び式（１４）において、係数ａ

1x及びａ1yは、ＳｉＣ基板５０ａの＜１１－２０＞方向が応力負荷方向と一致している半
導体チップ５１に対する係数であり、係数ａ2x及びａ2yは、ＳｉＣ基板５０ａの＜１１－
２０＞方向が応力負荷方向に対して角度θで傾いている半導体チップ５２に対する係数で
ある。
【数１４】

【００４７】
　よって、上述した式（１２）は、以下の式（１５）のように変換することができる。
【数１５】

【００４８】
　ここで、式（１５）は式（１０）と一致している。したがって、応力σx及びσyは、上
述の式（１１）から求めることができる。
【００４９】
　なお、図５及び図４に示す構成では、少なくとも１つの半導体チップ５０におけるＳｉ
Ｃ基板５０ａの＜１１－２０＞方向が、実装応力の方向（応力が複数存在する場合は主要
な応力負荷方向）と実質的に一致していてもよい。その場合、＜１１－２０＞方向が実装
応力の方向と実質的に一致している半導体チップ５０の電気抵抗値が、応力に対して感度
良く変化する場合があるため、より正確に個々の半導体チップ５０の特性値を求めること
が可能となる。
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【００５０】
　（温度が既知である場合：ｘ，ｙ方向の実装応力・外力算出）
　上述したように、ジャンクション温度Ｔjが既知（ジャンクション温度Ｔjが基準温度Ｔ

0と等しい場合を含む）である場合、オン抵抗変化率ｒpは変換式（９）で表すことができ
る。ここで、外力σoが既知である場合（外力が負荷されていない場合を含む）、変換式
（９）が単純化された結果、以下の式（１６）を用いて、ｘ，ｙ方向それぞれの実装応力
σfを算出することが可能となる。
【数１６】

【００５１】
　また、ジャンクション温度Ｔjが既知（ジャンクション温度Ｔjが基準温度Ｔ0と等しい
場合を含む）であって実装応力σfが既知である場合（実装応力が負荷されていない場合
を含む）も同様に、変換式（９）が単純化された結果、以下の式（１７）を用いて、ｘ，
ｙ方向それぞれの外力σoを算出することが可能となる。

【数１７】

【００５２】
　以上のように、本実施形態によれば、電気抵抗値を半導体チップ５０の温度や応力等の
特性値に変換する変換式をモデルデータとして用いることで、検出部３０から入力された
電気抵抗値から、各半導体チップ５０の特性値をより正確に求めることが可能となる。
【００５３】
　次に、本実施形態に係る検査装置（又は検査システム）１００が実行する検査方法につ
いて、図面を用いて詳細に説明する。図６は、本実施形態に係る検査方法の一例を示すフ
ローチャートである。
【００５４】
　図６に示すように、本動作では、まず、検出部３０が、動作中の各半導体チップ５０よ
り入力された電流の電流値から各半導体チップ５０のオン抵抗の値をそれぞれ電気抵抗値
として検出し（ステップＳ１０１）、変換部１０に入力する。なお、ステップＳ１０１は
、各半導体チップ５０が通常動作を実行している最中に実行されてもよいし、図６に示す
動作を実行するために各半導体チップ５０に通常動作とは異なる動作を実行させた際に実
行されてもよい。
【００５５】
　次に、変換部１０が、電気抵抗値を温度や応力等の特性値に変換するためのモデルデー
タを記憶部２０から読み出し（ステップＳ１０２）、つづいて、入力された各半導体チッ
プ５０の電気抵抗値を、モデルデータを用いて各半導体チップ５０の特性値に変換する（
ステップＳ１０３）。
【００５６】
　次に、変換部１０は、入力された各半導体チップ５０の電気抵抗値と、これを変換する
ことで得られた特性値とを、時系列を特定するための情報（例えば日時情報等）と共に記
憶部２０に蓄積する（ステップＳ１０４）。これにより、記憶部２０内には、各半導体チ
ップ５０に関する電気抵抗値の時系列データと特性値の時系列データとが保持される。な
お、電気抵抗値については、検出部３０から直接、時系列を特定するための情報（例えば
日時情報等）と共に記憶部２０に入力されてもよい。
【００５７】
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　次に、変換部１０が、記憶部２０に蓄積されたた電気抵抗値や特性値の時系列データを
外部へ出力するか否かを判断し（ステップＳ１０５）、時系列データを出力すると判断し
た場合（ステップＳ１０５のＹＥＳ）、記憶部２０から時系列データを読み出して外部へ
出力する（ステップＳ１０６）。例えば、変換部１０は、外部に接続されたパーソナルコ
ンピュータ等のホスト装置から時系列データを要求された場合に、時系列データを外部へ
出力すると判断し（ステップＳ１０５のＹＥＳ）、つづいて、記憶部２０から時系列デー
タを読み出し、この読み出した時系列データを有線又は無線でホスト装置へ出力する（ス
テップＳ１０６）。一方、時系列データを出力しないと判断した場合（ステップＳ１０５
のＮＯ）、変換部１０は、ステップＳ１０６をスキップして、ステップＳ１０７へ進む。
【００５８】
　ステップＳ１０７では、本動作を終了するか否かが判断される。この判断は、例えば変
換部１０が実行してもよいし、不図示のコントローラが実行してもよい。終了しないと判
断された場合（ステップＳ１０７のＮＯ）、本動作は、ステップＳ１０１へリターンする
。一方、終了すると判断された場合（ステップＳ１０７のＹＥＳ）、本動作は終了する。
【００５９】
　以上のようにして記憶部２０に蓄積された時系列データは、上述したように、例えば、
電気・熱・応力等の複合する領域において、各半導体チップ５０の特性や状況を実使用環
境下までを含めて統合的に解析する解析処理に利用され得る。そこで、本実施形態では、
このような解析処理の一例として、各半導体チップ５０の故障時期等を予測する故障予測
処理を例示する。
【００６０】
　図７は、本実施形態で例示する故障予測処理を実行する解析部の概略例を示すブロック
図である。なお、図７に例示する解析部４０は、検査装置１から出力された時系列データ
のうち、温度・応力・ひずみのいずれか、または、すべてに関する時系列データ（温度履
歴ともいう）を用いて故障予測処理を実行するものとする。また、図７において、長方形
で表されたブロックは解析機能を示し、平行四辺形で表されたブロックはデータを示し、
円柱形はデータベースを表している。
【００６１】
　図７に示すように、検査装置１から温度、応力及びひずみのうちの少なくとも１つの時
系列データ４１が入力されると、解析部４０では、まず、入力された温度、応力及びひず
みのうちの少なくとも１つの時系列データ４１に対してサイクルカウント法４２が適用さ
れることで、各サイクルの温度範囲、平均温度、応力範囲、ひずみ範囲及びサイクル数４
３が求められる。つづいて、求められた各サイクルの温度範囲、平均温度、ひずみ範囲、
応力範囲、及びサイクル数４３と、前もってデータベース４５に格納しておいた温度・ひ
ずみ・応力の関係、各種の疲労線図、駆動条件などのうちの少なくとも１つから、累積疲
労損傷則４４に基づくことで、故障確率４８が求められる。
【００６２】
　なお、図７で例示した「故障予測」の代わりに、設定した温度又は応力又はひずみの閾
値を超えた際に装置停止等の処理を行うための「故障検知」や「保護回路」、温度・応力
・ひずみに応じて駆動方式等を修正するための「補正制御回路」、温度・応力・ひずみに
応じて、記憶部２０に含まれる抵抗変化率の変換式における係数等を修正するための「モ
デル補正回路」、及び、包括的な保守サービスを提供する「保守ソリューション」などを
、解析部４０が実行するように構成することも可能である。若しくは、「故障予測」を含
むこれらのうちの２つ以上の組合せを解析部４０が実行するように構成することもできる
。
【００６３】
　以上のように、本実施形態によれば、半導体に外部から応力や温度を与えた際の電気抵
抗の変化率（抵抗変化率）から半導体の温度や各方向の応力を求める際に、半導体に生じ
た応力の方向（応力負荷方向）に対する抵抗変化率の依存性が考慮される。それにより、
半導体内部の温度・応力・ひずみ等をより詳細且つ正確に特定することができ、その結果
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、半導体モジュールの信頼性を向上することを可能にする検査装置、検査システム、検査
方法及びプログラムを実現することが可能となる。
【００６４】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態に係る検査装置、検査システム、検査方法及びプログラムについ
て、図面を参照して詳細に説明する。本実施形態では、第１の実施形態に係る検査装置、
検査システム、検査方法及びプログラムのより具体的な構成例を説明する。なお、本実施
形態において、上述した実施形態と同様の構成については、それらを引用することで、重
複する説明を省略する。
【００６５】
　図８は、第２の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例を示すブロ
ック図である。図８に示すように、検査装置１００は、制御装置６０と、記憶部２０と、
抵抗検出回路３１とを備える。
【００６６】
　記憶部２０は、第１の実施形態で説明したように、例えばＤＲＡＭやＳＲＡＭ等によっ
て構成された記憶領域であり、電気抵抗値を半導体チップ５０の温度や応力等の特性値に
変換するモデルデータを保持する。
【００６７】
　抵抗検出回路３１は、例えば複数の半導体チップ５０それぞれに接続されており、各半
導体チップ５０に作り込まれた半導体素子の動作時に流れる電流を入力し、入力された電
流と半導体素子を動作させるために印加した電圧との関係を示す電流電圧特性から、各半
導体チップ５０のオン抵抗値をそれぞれアナログの電気抵抗値として検出する。
【００６８】
　制御装置６０は、例えばＳｏＣ（System-On-Chip）などの集積回路であってよい。この
制御装置６０は、メインコントローラ６１と、演算部６２と、メモリコントローラ６４と
、デジタル検出回路３２とを備える。なお、メインコントローラ６１、演算部６２、メモ
リコントローラ６４及びデジタル検出回路３２は、不図示の内部バス等を介して相互に通
信可能に接続されている。
【００６９】
　メインコントローラ６１は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）等の情報処理
装置と、無線又は有線のインタフェース回路又はネットワークカード（ＮＩＣ）とを用い
て構成される。このメインコントローラ６１は、制御装置６０を構成する各部を統括的に
制御する他、外部のホスト装置７０との間で無線又は有線にてデータやコマンド等の送受
信を実行する。
【００７０】
　演算部６２は、例えばＤＳＰ（Digital Signal Processor）やＣＰＵ等の情報処理装置
と、ＲＡＭ（Random Access Memory）などの記憶領域とを用いて構成され、種々の演算処
理を実行する。
【００７１】
　メモリコントローラ６４は、例えばＤＲＡＭやＳＲＡＭ等で構成された記憶部２０に対
するデータの書込み／読出しを制御する。
【００７２】
　デジタル検出回路３２は、抵抗検出回路３１に接続されており、抵抗検出回路３１で検
出されたアナログの電気抵抗値をデジタルの電気抵抗値に変換する。
【００７３】
　このような構成において、抵抗検出回路３１とデジタル検出回路３２とは、第１の実施
形態における検出部３０を構成する。また、第１の実施形態における変換部１０は、例え
ば演算部６２の少なくとも一部の機能として実現される。
【００７４】
　したがって、本実施形態では、抵抗検出回路３１で検出されたアナログの電気抵抗値が
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デジタル検出回路３２でデジタルの電気抵抗値に変換される。そして、演算部６２の変換
部１０が、デジタルの電気抵抗値を、記憶部２０から読み出されたモデルデータを用いて
特性値に変換し、これにより得られた特性値と、デジタル検出回路３２で得られたデジタ
ルの電気抵抗値とが、時系列に沿って記憶部２０に蓄積される。
【００７５】
　また、メインコントローラ６１は、ホスト装置７０からの要求に応じて、記憶部２０か
ら電気抵抗値及び／又は特性値の時系列データを読み出し、読み出した時系列データをホ
スト装置７０へ送信する。
【００７６】
　ホスト装置７０は、例えばパーソナルコンピュータやスマートデバイスなどで構成され
ており、種々の情報処理機能を備える。本実施形態では、ホスト装置７０が第１の実施形
態に係る解析部４０を備えている。したがって、ホスト装置７０は、検査装置１００から
入力された時系列データを解析部４０に入力し、解析部４０において、故障予測処理など
の種々の処理を実行する。そして、ホスト装置７０は、解析部４０による処理の結果を、
不図示のディスプレイやスピーカ等を用いてユーザへ出力する。
【００７７】
　その他の構成、動作及び効果は、上述した実施形態と同様であるため、ここでは詳細な
説明を省略する。
【００７８】
　（第３の実施形態）
　第２の実施形態では、抵抗検出回路３１は、例えば複数の半導体チップ５０それぞれに
接続されており、各半導体チップ５０に作り込まれた半導体素子の動作時に流れる電流を
入力し、入力された電流と半導体素子を動作させるために印加した電圧との関係を示す電
流電圧特性から、各半導体チップ５０のオン抵抗値をそれぞれアナログの電気抵抗値とし
て検出したが、このような構成に限定されない。そこで第３の実施形態では、第２の実施
形態の変形例について説明する。なお、本実施形態において、上述した実施形態と同様の
構成については、それらを引用することで、重複する説明を省略する。
【００７９】
　図９は、第３の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例を示すブロ
ック図である。図９に示すように、本実施形態に係る検査装置１００Ａは、図８に示した
検査装置１００と同様の構成において、抵抗検出回路３１が検出回路３１Ａに置き換えら
れている。
【００８０】
　本実施形態では、検出回路３１Ａは、例えば複数の半導体チップ５０それぞれに接続さ
れており、各半導体チップ５０に作り込まれた半導体素子の動作時に流れる電流と、半導
体素子を動作させるために印加した電圧とを入力し、その電流及び電圧をデジタル検出回
路３２へと出力する。
【００８１】
　デジタル検出回路３２は、検出回路３１Ａに接続されており、検出回路３１Ａで検出さ
れたアナログの電流及び電圧をデジタルの電流値及び電圧値に変換する。そして、演算部
６２の変換部１０が、デジタルの電流値及び電圧値を電気抵抗値に変換し、さらに、記憶
部２０から読み出されたモデルデータを用いて特性値に変換し、これにより得られた特性
値と、デジタル検出回路３２で得られたデジタルの電気抵抗値とが、時系列に沿って記憶
部２０に蓄積される。
【００８２】
　その他の構成、動作及び効果は、上述した実施形態と同様であるため、ここでは詳細な
説明を省略する。
【００８３】
　（第４の実施形態）
　上述の実施形態では、半導体チップ５０から得られた情報に基づいて、温度や応力やひ
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ずみ等を特定していたが、このような構成に限定されない。そこで第４の実施形態では、
半導体チップ５０から得られた情報に加え、半導体チップ５０以外から得られた情報にも
基づいて、温度や応力やひずみ等を特定する場合について、例を挙げて説明する。なお、
以下では、第３の実施形態をベースとして説明するが、上述又は後述する他の実施形態に
対しても同様に適用することが可能である。また、本実施形態において、上述した実施形
態と同様の構成については、それらを引用することで、重複する説明を省略する。
【００８４】
　図１０は、第４の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例を示すブ
ロック図である。図１０に示すように、本実施形態に係る検査装置１００Ｂは、図９に示
した検査装置１００Ａと同様の構成において、複数のセンサ５０Ｂが配置されている。
【００８５】
　本実施形態では、検出回路３１Ａは、例えば複数の半導体チップ５０、および、複数の
センサ５０Ｂそれぞれに接続される。複数のセンサ５０Ｂには、温度センサ、ひずみセン
サ、加速度センサ、湿度センサなどの任意のセンサを、任意の組み合わせで用いることが
できる。
【００８６】
　センサ５０Ｂから得られる、温度、ひずみ等の情報は、半導体チップ５０から得られる
特性値と共に、時系列データとして記憶部２０に保存されてもよい。また、本実施形態で
は、例えば演算部６２が、センサ５０Ｂから得られる、温度、ひずみ等の情報と、半導体
チップ５０の特性値とを比較し、その結果に基づいて、記憶部２０に含まれるモデルデー
タ（オン抵抗変化率に関する変換式の係数）が修正されてもよい。
【００８７】
　その他の構成、動作及び効果は、上述した実施形態と同様であるため、ここでは詳細な
説明を省略する。
【００８８】
　（第５の実施形態）
　第４の実施形態では、半導体チップ５０、および、各種センサ５０Ｂから得られた情報
を用いて温度や応力やひずみ等を特定していたが、このような構成に限定されない。そこ
で第５の実施形態では、第４の実施形態の変形例について説明する。なお、本実施形態に
おいて、上述した実施形態と同様の構成については、それらを引用することで、重複する
説明を省略する。
【００８９】
　図１１は、第５の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例を示すブ
ロック図である。図１１に示すように、本実施形態に係る検査装置１００Ｃは、図１０に
示した検査装置１００Ｂと同様の構成において、演算部６２が演算部６２Ｃに置き換えら
れている。
【００９０】
　演算部６２Ｃは、オン抵抗変化率ｒpに関する上記変換式を用いた演算を実行する変換
部１０に加え、電気回路や熱回路などの任意の回路解析機能や、電磁場解析、熱流体解析
、構造解析、デバイスシミュレーションなどの、有限差分法、有限体積法、有限要素法等
の計算手法を用いた任意の物理解析機能を備えている。
【００９１】
　また、本実施形態では、記憶部２０は、変換部１０が使用するモデルデータ、並びに、
電気抵抗値及び／又は特性値の時系列データに加え、回路解析や物理解析等の各種解析処
理を実行する際に使用する各種パラメータを格納する。このパラメータには、例えば、物
性値、境界条件、駆動条件等が含まれ得る。演算部６２Ｃは、記憶部２０内に格納されて
いる各半導体チップ５０の特性値や各種センサ５０Ｂから得られた情報に対し、記憶部２
０内に格納されている各種パラメータを用いて各種解析処理を実行する。
【００９２】
　なお、回路解析や物理解析のために記憶部２０に格納される物性値には、弾性係数、ポ
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アソン比、線膨張係数、熱伝導率、熱抵抗、比熱、密度、熱容量、電気伝導率、電子・正
孔の移動度、電子・正孔の濃度などが含まれ得る。境界条件には、半導体チップ形状や、
配線形状や、モジュール形状や、ヒートシンク形状や、デバイス構造などが含まれ得る。
駆動条件には、入力電圧、デューティー比、周波数、ゲート抵抗、ゲート電圧などが含ま
れ得る。
【００９３】
　演算部６２Ｃが実行した各種解析処理によって得られた、温度、ひずみ等の情報は、半
導体チップ５０から得られる特性値や各種センサから得られる情報と共に、時系列データ
として記憶部２０に保存されてもよい。また、本実施形態では、演算部６２Ｃが実行した
各種解析処理によって得られた、温度、ひずみ等の情報と、半導体チップ５０の特性値と
を比較し、その結果に基づいて、記憶部２０に含まれる、モデルデータ（例えばオン抵抗
変化率に関する変換式の係数）や物性値や境界条件や駆動条件が修正されてもよい。
【００９４】
　その他の構成、動作及び効果は、上述した実施形態と同様であるため、ここでは詳細な
説明を省略する。
【００９５】
　（第６の実施形態）
　上述した第２～第５の実施形態では、解析部４０が検査装置１００の外部（例えばホス
ト装置７０内）に配置された場合が例示したが、このような構成に限定されない。そこで
第６の実施形態では、第２の実施形態の変形例について説明する。なお、本実施形態にお
いて、上述した実施形態と同様の構成については、それらを引用することで、重複する説
明を省略する。
【００９６】
　図１２は、第６の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例を示すブ
ロック図である。図１２に示すように、本実施形態に係る検査装置２００は、図８に示し
た検査装置１００と同様の構成において、解析部４０が制御装置６０側の演算部６２内に
配置されている。
【００９７】
　したがって、本実施形態では、演算部６２が、ホスト装置７０からの要求に応じて記憶
部２０から電気抵抗値及び／又は特性値の時系列データを読み出し、この読み出した時系
列データを解析部４０に入力する。そして、解析部４０により得られた解析結果が、メイ
ンコントローラ６１を介してホスト装置７０へ出力され、ホスト装置７０における不図示
のディスプレイやスピーカ等を用いてユーザへ出力される。
【００９８】
　その他の構成、動作及び効果は、上述した実施形態と同様であるため、ここでは詳細な
説明を省略する。
【００９９】
　（第７の実施形態）
　第２～第６の実施形態では、変換部１０が検査装置１００又は２００内に配置された場
合が例示したが、このような構成に限定されない。そこで第７の実施形態では、第２～第
６の実施形態の変形例について説明する。なお、本実施形態では、図８に示した検査装置
１００をベースとした変形例を例示するが、これに限らず、例えば図１２に示す検査装置
２００をベースとすることも可能である。また、本実施形態において、上述した実施形態
と同様の構成については、それらを引用することで、重複する説明を省略する。
【０１００】
　図１３は、第７の実施形態に係る検査装置（又は検査システム）の概略構成例を示すブ
ロック図である。図１３に示すように、本実施形態に係る検査装置３００は、図８に示し
た検査装置１００と同様の構成において、変換部１０がホスト装置７０内に配置されてい
る。また、本実施形態では、検査装置１００内の記憶部２０（図８参照）が、検査装置３
００内の記憶部２１と、ホスト装置７０に接続された記憶部２２とに分割されている。
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【０１０１】
　検査装置３００内の記憶部２１は、例えばデジタル検出回路３２で変換されたデジタル
の電気抵抗値の時系列データを保持する。一方、ホスト装置７０に接続された記憶部２２
は、例えば電気抵抗値を半導体チップ５０の温度や応力等の特性値に変換するモデルデー
タと、記憶部２１内の電気抵抗値の時系列データをモデルデータを用いて変換することで
得られた特性値の時系列データとを保持する。
【０１０２】
　したがって、本実施形態では、メインコントローラ６１が、ホスト装置７０からの要求
に応じて記憶部２１から電気抵抗値の時系列データを読み出し、この読み出した時系列デ
ータをホスト装置７０へ出力する。そして、ホスト装置７０内の変換部１０において、電
気抵抗値の時系列データがモデルデータを用いて特性値の時系列データに変換され、これ
により得られた特性値の時系列データが記憶部２２に格納される。その際、電気抵抗値の
時系列データが記憶部２２に格納されてもよい。その後、例えばユーザがホスト装置７０
に入力した指示に基づき、記憶部２２から電気抵抗値及び／又は特性値の時系列データが
読み出されて解析部４０に入力され、解析部４０により得られた解析結果が不図示のディ
スプレイやスピーカ等を用いてユーザへ出力される。
【０１０３】
　その他の構成、動作及び効果は、上述した実施形態と同様であるため、ここでは詳細な
説明を省略する。
【０１０４】
　（第８の実施形態）
　また、上述したように、近年では、モジュール内部にメモリや演算回路等を搭載するイ
ンテリジェントパワーモジュールが存在する。そこで、第８の実施形態では、上述した実
施形態に係る検査装置をインテリジェントパワーモジュールとした場合について、図面を
用いて詳細に説明する。なお、本実施形態では、図８に示した検査装置１００をインテリ
ジェントパワーモジュールとした場合を例示するが、これに限らず、例えば図１２に示す
検査装置２００や図１３に示す検査装置３００に対しても適用することが可能である。ま
た、本実施形態において、上述した実施形態と同様の構成については、それらを引用する
ことで、重複する説明を省略する。
【０１０５】
　図１４は、第８の実施形態に係るインテリジェントパワーモジュールの概略構成例を示
すブロック図である。図１４に示すように、本実施形態に係るインテリジェントパワーモ
ジュール４００は、図８に示した検査装置１００と同様の構成において、検査装置１００
がインテリジェントパワーモジュール４００としてモジュール化されているとともに、複
数の半導体チップ５０が複数の半導体素子形成領域８０としてインテリジェントパワーモ
ジュール４００内に組み込まれた構成を備える。
【０１０６】
　その他の構成、動作及び効果は、上述した実施形態と同様であるため、ここでは詳細な
説明を省略する。
【０１０７】
　なお、上述の実施形態では、半導体チップ５０として、ＳｉＣ基板５０ａを用いた半導
体デバイスを例示したが、これに限定されるものではない。例えば、ＳｉＣ基板５０ａに
代えてＳｉ基板、もしくは、ＧａＮ基板、もしくは、Ｇａ２Ｏ３基板を用いた半導体デバ
イスが半導体チップ５０として用いられてもよい。
【０１０８】
　上記実施形態およびその変形例は本発明を実施するための例にすぎず、本発明はこれら
に限定されるものではなく、仕様等に応じて種々変形することは本発明の範囲内であり、
更に本発明の範囲内において、他の様々な実施形態が可能であることは上記記載から自明
である。例えば実施形態に対して適宜例示した変形例は、他の実施形態と組み合わせるこ
とも可能であることは言うまでもない。



(19) JP 6957367 B2 2021.11.2

【符号の説明】
【０１０９】
　１，１００，１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，２００，３００…検査装置、１０…変換
部、２０，２１，２２…記憶部、３０…検出部、３１…抵抗検出回路、３１Ａ…検出回路
、３２…デジタル検出回路、４０…解析部、５０，５１～５４…半導体チップ、５０ａ…
ＳｉＣ基板、５０ｂ…ＳｉＣエピタキシャル膜、５０ｃ…素子形成領域、５０Ｓ…実装面
、５０Ｂ…センサ、６０…制御装置、６１…メインコントローラ、６２，６２Ｃ…演算部
、６４…メモリコントローラ、７０…ホスト装置、８０…半導体素子形成領域、４００…
インテリジェントパワーモジュール。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図８】

【図９】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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